
役 員等報酬規程

(目 的 )

第 1条  この規 程 は 、社 会 福 祉 法 人  心 風 会 の役 員 の 報酬 等 につ い て 定 め る もの で あ る。

(定 義 )

第 2条  本 規 程 で い う役 員 とは、評 議 員 、理 事及 び 監 事 を い うの

(評 議員会の出席報酬等 )

第 3条  評議員が言:「 議員会に出席 した ときは、各笠座 の総額 が 200,000円 を超 え生い範 囲
´ 、 乃ll表 1に よ り 1「 |`) の 幸晨西州及 び 実 費 弁 償 費 を支払 うこ とが で き る

`、

(理 事の出席 報酬等 )

第 4条 理事が理事会に出席 した ときは、登豊型墨2墨重壺生ヱ⊆生∝堅上墨菫重∠∠螢主範_囲≦≧

別表 1に よ り 1日 分 の報酬及 び実費弁償費 を支払 うことができる。 なお、同 日にあわせ

て法人の業務 を行 った場合で あって も、笙 5条 の報酬及び実費弁償費は これ を支払わな

い もの とす るの

(理 事の勤務 報酬等 )

第 5条  理事長が理 事会以外 の「|に おいて、法人及 び施設の運営のための業務 にあたった

場合 は、登重二:墨_G:当 :重_笙:型_里00F■ _産:旦:≧_生:上_重_囲:ュ_別 表 2に よ り報酬及び実費弁償

費 を支払 うことがで きるc

2 理事が理 事会出席 以外の 日において、理 事長の命 を受 けて法人及び施設の運営のため

の業務 にあたった場合 は、登」ュ望_鎧:当:重_左:二:型_⊆_理」■_と上 乙塗_■_‐_壁lュ__別 表 2に よ り

報酬及 び実費弁償費 を支払 うことができる。

(監 事 の報酬等 )

第 6条  監 事が理 事会 に出席 した ときは、各 年 度 の 総 額 が 200 000円 を超 えな い範 囲 で 、

別表 1に よ り 111分 の 報酬及び実費弁償 費を支払 うことができる。 なお、同 日にあわせ

て監 '■ 業務 を行 った場合であって も、本 条次項 の報酬及び実費弁償 費は これ を支払わな

い もの とす る。

2 監事が理 事会出席 以外の 日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況

の指導 または監査 の業務 にあたった場合 は、登_■:二
`2_壁

:憂望聖⊆ 000F■と_超二 生_二墾:幽_

三二_別 表 2に よ り報酬及び実費弁償費 を支払 うことができる c

(兼 務 役 員 )

第 7条  施 設 の職 員 を兼 務 す る役 員 は 、施 設 の職 員 と して の 業務 を除 く法 人職 務 に ∫上之り、

この規 程 を適 用す る こ とが で き る。

(役 員等の職務証跡 )

第 8条  役員等 は、法人職務証跡 資料 として、 タイ ムカー ド (職 務証跡 )の 作成 に協力す

るもの とす る。



(改 正 )

第 9条  本 規程 の改 正 は、理 事 会 の議 決 を経 な けれ ば な らな い。

イヽ1  貝|」

この規 程 は 、 ヽ
「

成 30年 3月 20日 よ り施 行 す る

この規 程 は 、令 和 元 年 6月 15日 よ り改 正す る
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委員会の種類

招集年月 日

開催 日時

開催場所

委員総数

出席委員数

設立準備委員会議事録

第 3回委員会

平成 29年 8月 24日

平成 29年 9月 1日  19時 00分

あっぶる保育園

8名  (理事予定者 6名、監事予定者 2名 )

8名

1.議長選任の経過

定刻に至 り司会者興那嶺 和美は、開会を宣 し、本 日の準備委員会が委員全員の参加を

もって有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法をはかったところ、満場一致をもって設

立代表者典那嶺直人が議長に選任された。続いて議長より挨拶の後、議案の審議に入った。

1.議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第 1号議案 独立行政法人福祉医療機構借入 (案)の件

議長は、 (仮)社会福祉法人心風会設立及び (仮)あ っぷる保育園整備計画における予

算の説明と現況を説明した。その上で、独立法人福祉医療機構から (仮 )あ っぶる保育

園整備につき 45,000千円の借 り入れを申し込みする旨を委員全員に提示 し、借入の計画

を説明し、その賛否を一同に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成 した。

第 2号議案 連帯保証人 (案)承認の件

議長は、第 1号議案にて説明 した独立行政法人福祉医療機構からの 45,000千円の借 り

入れに伴い委員長及び設立代表者典那嶺直人を連帯保証人にする内容を提示 し、その賛

否を一同に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成 した。

第 3号議案  土地及び建物への抵当権設定 (案)の件

議長は、独立法人福祉医療機構から (仮)あ っぷる保育園整備につき 45,000千 円の借

り入れに伴って亜:重:二」1埜1國i謹:型1壁I塾lil左山立ェ』 98,生:望L三1旦::Li塁ュ」:狙■i重■二望■i番|

3こ理型嘘塁_2塑墓墜全二璽上査2生の土地及び同所在に建築される (仮)あっぶる保育園の

建物に対 して独立行政法人福祉医
琴機構の抵当権が設定される旨を委員全員に提示 し、

その賛否を一同に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成 した。

第 4号議案 土地への地上権設定 (案)の件

議長は、

104上:重2壁番及び 104上査 24の土地 (所有興那 美)対 して本法人名義の地上権が

設定 され る旨を委員全員に提示 し、その賛否を一同に諮った ところ、満場一致をもって

これに賛成 した。

よって、議長は、原案のとおり可決された旨を宣した。



以上をもって、本 日の議事が終了したので、議長は、20時閉会を宣 した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成 し、議長及び議事録署名人が次に記名押印

する。

平成 29年 9月 1日

(仮)社会福祉法人心風会設立準備委員会

議 長竃雪4フ≧逢メ
議事録署名人 琴装 月 ル'裁 オ 2ジ:へ

議事録署名人 メ、ち 粂lジ

陽
劣
⑪

´
ム
‐
職
、
　
　
ノ
■
―
ヽ
、


